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上
諭 

 
朕
は
、
日
本
國
民
の
總
意
に
基
い
て
、新
日
本
建
設
の
礎
が
、定
ま
る
に
至
つ
た
こ
と
を
、

深
く
よ
ろ
こ
び
、
枢
密
顧
問
の
諮
詢
及
び
帝
國
憲
法
第
七
十
三
条
に
よ
る
帝
國
議
会
の
議

決
を
經
た
帝
國
憲
法
の
改
正
を
裁
可
し
、
こ
こ
に
こ
れ
を
公
布
せ
し
め
る
。 

 

御
名
御
璽 

  
 

昭
和
二
十
一
年
十
一
月
三
日 

內
閣
總
理
大
臣
兼
外
務
大
臣   

  
 

吉 

田  
   

茂  

國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

幣 

原 

喜
重
郎 

司
法
大
臣  

   
   

   
 
  

 

木 

村 

篤
太
郎  

國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

大 

村 

清 

一  

國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

内 

田 

信 

也  



日本國憲法 まめじゅく@eager souls 

 

厚
生
大
臣  

   
   

   
 
  

 

河 

合 

良 

成  

國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

齋 

藤 

隆 

夫  

內
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

大 

村 

清 

一  

大
蔵
大
臣  

   
   

   
 
  

 

石 

橋 

湛 

山  

國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

金 

森 

徳
次
郎  

國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

一 

松 

定 

吉  
國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

田 

中 

耕
太
郎  

農
林
大
臣  

   
   

   
 
  

 

和 

田 

博 

雄  

商
工
大
臣  

   
   

   
 
  

 

星 

島 

二 

郎  

運
輸
大
臣  

   
   

   
 
  

 

平 

塚 

常
次
郎  

國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

植 

原 

悦
二
郎  
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國
務
大
臣  

   
   

   
 
  

 

林  
   

讓 

治  

 

日
本
國
憲
法  

 

日
本
國
民
は
、正
當
に
選
擧
さ
れ
た
國
會
に
お
け
る
代
表
者
を
通
じ
て
行
動
し
、
わ
れ
ら

と
わ
れ
ら
の
子
孫
の
た
め
に
、
諸
國
民
と
の
協
和
に
よ
る
成
果
と
、
わ
が
國
全
土
に
わ
た
つ

て
自
由
の
も
た
ら
す
惠
澤
を
確
保
し
、政
府
の
行
爲
に
よ
つ
て
再
び
戰
爭
の
慘
禍
が
起
る

こ
と
の
な
い
や
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
こ
こ
に
主
權
が
國
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言

し
、
こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。そ
も
そ
も
國
政
は
、
國
民
の
嚴
肅
な
信
託
に
よ
る
も
の
で
あ

つ
て
、
そ
の
權
威
は
國
民
に
由
來
し
、
そ
の
權
力
は
國
民
の
代
表
者
が
こ
れ
を
行
使
し
、そ
の

福
利
は
國
民
が
こ
れ
を
享
受
す
る
。
こ
れ
は
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、
か

か
る
原
理
に
基
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら
は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び
詔



日本國憲法 まめじゅく@eager souls 

 

勅
を
排
除
す
る
。 

  
日
本
國
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
關
係
を
支
配
す
る
崇
高
な
理
想

を
深
く
自
覺
す
る
の
で
あ
つ
て
、平
和
を
愛
す
る
諸
國
民
の
公
正
と
信
義
に
信
賴
し
て
、わ

れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
。
わ
れ
ら
は
、平
和
を
維
持
し
、
專
制
と

隷
從
、壓
迫
と
偏
狹
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う
と
努
め
て
ゐ
る
國
際
社
會
に
お
い

て
、
名
譽
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
國
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖

と
缺
乏
か
ら
免
か
れ
、平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
權
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。 

  

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
國
家
も
、自
國
の
こ
と
の
み
に
專
念
し
て
他
國
を
無
視
し
て
は
な

ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、
政
治
道
德
の
法
則
は
、普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
の
法
則
に
從
ふ
こ

と
は
、
自
國
の
主
權
を
維
持
し
、
他
國
と
對
等
關
係
に
立
た
う
と
す
る
各
國
の
責
務
で
あ

る
と
信
ず
る
。 
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日
本
國
民
は
、
國
家
の
名
譽
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目
的
を
達

成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。 

 
第
一
章 
天
皇 

第
一
條 

天
皇
は
、
日
本
國
の
象
徵
で
あ
り
日
本
國
民
統
合
の
象
徵
で
あ
つ
て
、こ
の
地
位

は
、
主
權
の
存
す
る
日
本
國
民
の
總
意
に
基
く
。  

第
二
條 

皇
位
は
、
世
襲
の
も
の
で
あ
つ
て
、
國
會
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
繼
承
す
る
。  

第
三
條 

天
皇
の
國
事
に
關
す
る
す
べ
て
の
行
爲
に
は
、內
閣
の
助
言
と
承
認
を
必
要
と

し
、
內
閣
が
、
そ
の
責
任
を
負
ふ
。  

第
四
條 

天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
國
事
に
關
す
る
行
爲
の
み
を
行
ひ
、
國
政
に
關
す
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る
權
能
を
有
し
な
い
。  

2
 

天
皇
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
國
事
に
關
す
る
行
爲
を
委
任
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

第
五
條 

皇
室
典
範
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
攝
政
を
置
く
と
き
は
、攝

政
は
、天
皇
の
名
で
そ
の
國
事
に
關
す
る
行
爲
を
行
ふ
。
こ
の
場
合
に
は
、
前
條
第
一
項
の

規
定
を
準
用
す
る
。 

第
六
條 

天
皇
は
、
國
會
の
指
名
に
基
い
て
、
內
閣
總
理
大
臣
を
任
命
す
る
。  

2
 

天
皇
は
、內
閣
の
指
名
に
基
い
て
、最
高
裁
判
所
の
長
た
る
裁
判
官
を
任
命
す
る
。 

第
七
條 

天
皇
は
、
內
閣
の
助
言
と
承
認
に
よ
り
、
國
民
の
た
め
に
、左
の
國
事
に
關
す
る
行

爲
を
行
ふ
。 

一 

憲
法
改
正
、法
律
、政
令
及
び
條
約
を
公
布
す
る
こ
と
。  

二 

國
會
を
召
集
す
る
こ
と
。  
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三 

衆
議
院
を
解
散
す
る
こ
と
。  

四 

國
會
議
員
の
總
選
擧
の
施
行
を
公
示
す
る
こ
と
。  

五 

國
務
大
臣
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
官
吏
の
任
免
竝
び
に
全
權
委
任
狀

及
び
大
使
及
び
公
使
の
信
任
狀
を
認
證
す
る
こ
と
。  

六 

大
赦
、特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
權
を
認
證
す
る
こ
と
。  

七 

榮
典
を
授
與
す
る
こ
と
。  

八 

批
准
書
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
外
交
文
書
を
認
證
す
る
こ
と
。  

九 

外
國
の
大
使
及
び
公
使
を
接
受
す
る
こ
と
。  

十 

儀
式
を
行
ふ
こ
と
。  

第
八
條 

皇
室
に
財
產
を
讓
り
渡
し
、又
は
皇
室
が
、
財
產
を
讓
り
受
け
、若
し
く
は
賜
與

す
る
こ
と
は
、國
會
の
議
決
に
基
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  
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第
二
章 

戰
爭
の
放
棄 

第
九
條 

日
本
國
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
國
際
平
和
を
誠
實
に
希
求
し
、國

權
の
發
動
た
る
戰
爭
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
國
際
紛
爭
を
解
決

す
る
手
段
と
し
て
は
、永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。  

2
 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戰
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。

國
の
交
戰
權
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。 

第
三
章 

國
民
の
權
利
及
び
義
務 

第
十
條 

日
本
國
民
た
る
要
件
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

第
十
一
條 

國
民
は
、す
べ
て
の
基
本
的
人
權
の
享
有
を
妨
げ
ら
れ
な
い
。
こ
の
憲
法
が
國

民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
權
は
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
權
利
と
し
て
、現
在
及

び
將
來
の
國
民
に
與
へ
ら
れ
る
。 

第
十
二
條 

こ
の
憲
法
が
國
民
に
保
障
す
る
自
由
及
び
權
利
は
、
國
民
の
不
斷
の
努
力
に
よ
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つ
て
、
こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。又
、國
民
は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ
つ
て
、常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責
任
を
負
ふ
。 

第
十
三
條 

す
べ
て
國
民
は
、個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。
生
命
、自
由
及
び
幸
福
追
求
に

對
す
る
國
民
の
權
利
に
つ
い
て
は
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、立
法
そ
の
他
の
國
政

の
上
で
、
最
大
の
尊
重
を
必
要
と
す
る
。 

 

第
十
四
條 

す
べ
て
國
民
は
、法
の
下
に
平
等
で
あ
つ
て
、
人
種
、信
條
、性
別
、
社
會
的

身
分
又
は
門
地
に
よ
り
、
政
治
的
、
經
濟
的
又
は
社
會
的
關
係
に
お
い
て
、
差
別
さ
れ
な

い
。 

2
 

華
族
そ
の
他
の
貴
族
の
制
度
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。  

3
  

榮
譽
、勳
章
そ
の
他
の
榮
典
の
授
與
は
、
い
か
な
る
特
權
も
伴
は
な
い
。
榮
典
の
授
與

は
、
現
に
こ
れ
を
有
し
、又
は
將
來
こ
れ
を
受
け
る
者
の
一
代
に
限
り
、そ
の
效
力
を
有
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す
る
。 

第
十
五
條 

公
務
員
を
選
定
し
、
及
び
こ
れ
を
罷
免
す
る
こ
と
は
、
國
民
固
有
の
權
利
で
あ

る
。 

 2
 

す
べ
て
公
務
員
は
、
全
體
の
奉
仕
者
で
あ
つ
て
、
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
。 

 3
 

公
務
員
の
選
擧
に
つ
い
て
は
、
成
年
者
に
よ
る
普
通
選
擧
を
保
障
す
る
。 

 4
 

す
べ
て
選
擧
に
お
け
る
投
票
の
祕
密
は
、こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。
選
擧
人
は
、
そ

の
選
擇
に
關
し
公
的
に
も
私
的
に
も
責
任
を
問
は
れ
な
い
。 

第
十
六
條 

何
人
も
、
損
害
の
救
濟
、公
務
員
の
罷
免
、
法
律
、命
令
又
は
規
則
の
制
定
、
廢

止
又
は
改
正
そ
の
他
の
事
項
に
關
し
、平
穩
に
請
願
す
る
權
利
を
有
し
、
何
人
も
、か
か

る
請
願
を
し
た
た
め
に
い
か
な
る
差
別
待
遇
も
受
け
な
い
。 

第
十
七
條 

何
人
も
、
公
務
員
の
不
法
行
爲
に
よ
り
、
損
害
を
受
け
た
と
き
は
、
法
律
の
定
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め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
國
又
は
公
共
團
體
に
、そ
の
賠
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
十
八
條 

何
人
も
、
い
か
な
る
奴
隷
的
拘
束
も
受
け
な
い
。
又
、犯
罪
に
因
る
處
罰
の
場

合
を
除
い
て
は
、そ
の
意
に
反
す
る
苦
役
に
服
さ
せ
ら
れ
な
い
。 

第
十
九
條 
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
十
條 

信
敎
の
自
由
は
、何
人
に
對
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な
る
宗
敎
團
體

も
、國
か
ら
特
權
を
受
け
、又
は
政
治
上
の
權
力
を
行
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 

 2
 

何
人
も
、宗
敎
上
の
行
爲
、祝
典
、儀
式
又
は
行
事
に
參
加
す
る
こ
と
を
强
制
さ
れ
な

い
。 

 3
 

國
及
び
そ
の
機
關
は
、
宗
敎
敎
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
敎
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な

い
。 

第
二
十
一
條 

集
會
、結
社
及
び
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
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障
す
る
。 

 2
 

檢
閱
は
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
通
信
の
祕
密
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
十
二
條 

何
人
も
、
公
共
の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
、居
住
、
移
轉
及
び
職
業
選
擇
の

自
由
を
有
す
る
。 

 2
 

何
人
も
、外
國
に
移
住
し
、又
は
國
籍
を
離
脫
す
る
自
由
を
侵
さ
れ
な
い
。 

第
二
十
三
條 

學
問
の
自
由
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

第
二
十
四
條 

婚
姻
は
、
兩
性
の
合
意
の
み
に
基
い
て
成
立
し
、夫
婦
が
同
等
の
權
利
を
有

す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
、相
互
の
協
力
に
よ
り
、
維
持
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 2
 

配
偶
者
の
選
擇
、財
產
權
、相
續
、住
居
の
選
定
、離
婚
竝
び
に
婚
姻
及
び
家
族
に
關

す
る
そ
の
他
の
事
項
に
關
し
て
は
、
法
律
は
、
個
人
の
尊
嚴
と
兩
性
の
本
質
的
平
等
に
立

脚
し
て
、
制
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
二
十
五
條 

す
べ
て
國
民
は
、健
康
で
文
化
的
な
最
低
限
度
の
生
活
を
營
む
權
利
を
有

す
る
。 

 2
 

國
は
、
す
べ
て
の
生
活
部
面
に
つ
い
て
、
社
會
福
祉
、社
會
保
障
及
び
公
衆
衞
生
の
向
上

及
び
增
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
二
十
六
條 

す
べ
て
國
民
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、そ
の
能
力
に
應
じ
て
、
ひ

と
し
く
敎
育
を
受
け
る
權
利
を
有
す
る
。 

 2
 

す
べ
て
國
民
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
保
護
す
る
子
女
に
普
通
敎
育

を
受
け
さ
せ
る
義
務
を
負
ふ
。義
務
敎
育
は
、こ
れ
を
無
償
と
す
る
。 

第
二
十
七
條 

す
べ
て
國
民
は
、勤
勞
の
權
利
を
有
し
、義
務
を
負
ふ
。 

 2
 

賃
金
、
就
業
時
間
、
休
息
そ
の
他
の
勤
勞
條
件
に
關
す
る
基
準
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定

め
る
。 
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 3
 

兒
童
は
、
こ
れ
を
酷
使
し
て
は
な
ら
な
い
。 

第
二
十
八
條 

勤
勞
者
の
團
結
す
る
權
利
及
び
團
體
交
涉
そ
の
他
の
團
體
行
動
を
す
る
權

利
は
、
こ
れ
を
保
障
す
る
。 

第
二
十
九
條 
財
產
權
は
、
こ
れ
を
侵
し
て
は
な
ら
な
い
。  

2
 

財
產
權
の
內
容
は
、公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
や
う
に
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

3
 

私
有
財
產
は
、
正
當
な
補
償
の
下
に
、
こ
れ
を
公
の
た
め
に
用
ひ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
三
十
條 

國
民
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
納
稅
の
義
務
を
負
ふ
。 

第
三
十
一
條 

何
人
も
、
法
律
の
定
め
る
手
續
に
よ
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
生
命
若
し
く
は
自

由
を
奪
は
れ
、又
は
そ
の
他
の
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。 

第
三
十
二
條 

何
人
も
、
裁
判
所
に
お
い
て
裁
判
を
受
け
る
權
利
を
奪
は
れ
な
い
。 

第
三
十
三
條 

何
人
も
、
現
行
犯
と
し
て
逮
捕
さ
れ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
權
限
を
有
す
る
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司
法
官
憲
が
發
し
、
且
つ
理
由
と
な
つ
て
ゐ
る
犯
罪
を
明
示
す
る
令
狀
に
よ
ら
な
け
れ

ば
、
逮
捕
さ
れ
な
い
。 

第
三
十
四
條 

何
人
も
、
理
由
を
直
ち
に
吿
げ
ら
れ
、
且
つ
、
直
ち
に
辯
護
人
に
依
賴
す
る

權
利
を
與
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
、抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
な
い
。
又
、何
人
も
、
正
當
な
理
由

が
な
け
れ
ば
、拘
禁
さ
れ
ず
、要
求
が
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
、直
ち
に
本
人
及
び
そ
の
辯

護
人
の
出
席
す
る
公
開
の
法
廷
で
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
三
十
五
條 

何
人
も
、
そ
の
住
居
、書
類
及
び
所
持
品
に
つ
い
て
、侵
入
、
搜
索
及
び
押
收

を
受
け
る
こ
と
の
な
い
權
利
は
、第
三
十
三
條
の
場
合
を
除
い
て
は
、
正
當
な
理
由
に
基

い
て
發
せ
ら
れ
、且
つ
搜
索
す
る
場
所
及
び
押
收
す
る
物
を
明
示
す
る
令
狀
が
な
け
れ

ば
、
侵
さ
れ
な
い
。 

 2
 

搜
索
又
は
押
收
は
、
權
限
を
有
す
る
司
法
官
憲
が
發
す
る
各
別
の
令
狀
に
よ
り
、
こ
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れ
を
行
ふ
。 

第
三
十
六
條 

公
務
員
に
よ
る
拷
問
及
び
殘
虐
な
刑
罰
は
、絕
對
に
こ
れ
を
禁
ず
る
。 

第
三
十
七
條 

す
べ
て
刑
事
事
件
に
お
い
て
は
、被
吿
人
は
、
公
平
な
裁
判
所
の
迅
速
な
公

開
裁
判
を
受
け
る
權
利
を
有
す
る
。 

 2
 

刑
事
被
吿
人
は
、す
べ
て
の
證
人
に
對
し
て
審
問
す
る
機
會
を
充
分
に
與
へ
ら
れ
、

又
、
公
費
で
自
己
の
た
め
に
强
制
的
手
續
に
よ
り
證
人
を
求
め
る
權
利
を
有
す
る
。 

 3
 

刑
事
被
吿
人
は
、い
か
な
る
場
合
に
も
、
資
格
を
有
す
る
辯
護
人
を
依
賴
す
る
こ
と
が

で
き
る
。被
吿
人
が
自
ら
こ
れ
を
依
賴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
國
で
こ
れ
を
附

す
る
。 

第
三
十
八
條 

何
人
も
、
自
己
に
不
利
益
な
供
述
を
强
要
さ
れ
な
い
。 

 2
 

强
制
、
拷
問
若
し
く
は
脅
迫
に
よ
る
自
白
又
は
不
當
に
長
く
抑
留
若
し
く
は
拘
禁
さ
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れ
た
後
の
自
白
は
、
こ
れ
を
證
據
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 3
 

何
人
も
、自
己
に
不
利
益
な
唯
一
の
證
據
が
本
人
の
自
白
で
あ
る
場
合
に
は
、
有
罪

と
さ
れ
、
又
は
刑
罰
を
科
せ
ら
れ
な
い
。 

第
三
十
九
條 

何
人
も
、實
行
の
時
に
適
法
で
あ

つ
た
行
爲
又
は
旣
に
無
罪
と
さ
れ
た
行
爲
に
つ
い
て
は
、
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。

又
、
同
一
の
犯
罪
に
つ
い
て
、
重
ね
て
刑
事
上
の
責
任
を
問
は
れ
な
い
。 

第
四
十
條 

何
人
も
、
抑
留
又
は
拘
禁
さ
れ
た
後
、
無
罪
の
裁
判
を
受
け
た
と
き
は
、法
律

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
國
に
そ
の
補
償
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。  

第
四
章 

國
會 

第
四
十
一
條 

國
會
は
、
國
權
の
最
高
機
關
で
あ
つ
て
、
國
の
唯
一
の
立
法
機
關
で
あ
る
。 

第
四
十
二
條 

國
會
は
、
衆
議
院
及
び
參
議
院
の
兩
議
院
で
こ
れ
を
構
成
す
る
。 

第
四
十
三
條 

兩
議
院
は
、
全
國
民
を
代
表
す
る
選
擧
さ
れ
た
議
員
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。 
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 2
 

兩
議
院
の
議
員
の
定
數
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

第
四
十
四
條 

兩
議
院
の
議
員
及
び
そ
の
選
擧
人
の
資
格
は
、法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。
但

し
、
人
種
、信
條
、
性
別
、
社
會
的
身
分
、門
地
、
敎
育
、
財
產
又
は
收
入
に
よ
つ
て
差
別
し

て
は
な
ら
な
い
。 

第
四
十
五
條 

衆
議
院
議
員
の
任
期
は
、
四
年
と
す
る
。
但
し
、衆
議
院
解
散
の
場
合
に
は
、

そ
の
期
間
滿
了
前
に
終
了
す
る
。 

第
四
十
六
條 

參
議
院
議
員
の
任
期
は
、
六
年
と
し
、
三
年
ご
と
に
議
員
の
半
數
を
改
選
す

る
。 

第
四
十
七
條 

選
擧
區
、
投
票
の
方
法
そ
の
他
兩
議
院
の
議
員
の
選
擧
に
關
す
る
事
項
は
、

法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

第
四
十
八
條 

何
人
も
、
同
時
に
兩
議
院
の
議
員
た
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 
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第
四
十
九
條 

兩
議
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
國
庫
か
ら
相
當
額
の

歲
費
を
受
け
る
。 

第
五
十
條 

兩
議
院
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
場
合
を
除
い
て
は
、國
會
の
會
期
中
逮
捕

さ
れ
ず
、會
期
前
に
逮
捕
さ
れ
た
議
員
は
、
そ
の
議
院
の
要
求
が
あ
れ
ば
、會
期
中
こ
れ

を
釋
放
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
一
條 

兩
議
院
の
議
員
は
、
議
院
で
行
つ
た
演
說
、討
論
又
は
表
決
に
つ
い
て
、院
外

で
責
任
を
問
は
れ
な
い
。 

第
五
十
二
條 

國
會
の
常
會
は
、每
年
一
囘
こ
れ
を
召
集
す
る
。 

第
五
十
三
條 

內
閣
は
、
國
會
の
臨
時
會
の
召
集
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。い
づ
れ
か

の
議
院
の
總
議
員
の
四
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
內
閣
は
、
そ
の
召
集
を
決
定
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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第
五
十
四
條 

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、
解
散
の
日
か
ら
四
十
日
以
內
に
、
衆
議
院

議
員
の
總
選
擧
を
行
ひ
、そ
の
選
擧
の
日
か
ら
三
十
日
以
內
に
、
國
會
を
召
集
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 2
 

衆
議
院
が
解
散
さ
れ
た
と
き
は
、參
議
院
は
、
同
時
に
閉
會
と
な
る
。但
し
、
內
閣
は
、

國
に
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
參
議
院
の
緊
急
集
會
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 3
 

前
項
但
書
の
緊
急
集
會
に
お
い
て
採
ら
れ
た
措
置
は
、
臨
時
の
も
の
で
あ
つ
て
、
次
の

國
會
開
會
の
後
十
日
以
內
に
、衆
議
院
の
同
意
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
效
力
を
失
ふ
。 

第
五
十
五
條 

兩
議
院
は
、
各
々
そ
の
議
員
の
資
格
に
關
す
る
爭
訟
を
裁
判
す
る
。
但
し
、

議
員
の
議
席
を
失
は
せ
る
に
は
、出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
數
に
よ
る
議
決
を

必
要
と
す
る
。 

第
五
十
六
條 

兩
議
院
は
、
各
々
そ
の
總
議
員
の
三
分
の
一
以
上
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、議
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事
を
開
き
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 2
 

兩
議
院
の
議
事
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、出
席
議
員
の

過
半
數
で
こ
れ
を
決
し
、
可
否
同
數
の
と
き
は
、
議
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

第
五
十
七
條 
兩
議
院
の
會
議
は
、
公
開
と
す
る
。
但
し
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の

多
數
で
議
決
し
た
と
き
は
、
祕
密
會
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
。 

 2
 

兩
議
院
は
、各
々
そ
の
會
議
の
記
錄
を
保
存
し
、
祕
密
會
の
記
錄
の
中
で
特
に
祕
密
を

要
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
、
こ
れ
を
公
表
し
、
且
つ
一
般
に
頒
布
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

 3
 

出
席
議
員
の
五
分
の
一
以
上
の
要
求
が
あ
れ
ば
、
各
議
員
の
表
決
は
、
こ
れ
を
會
議
錄

に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
五
十
八
條 

兩
議
院
は
、
各
々
そ
の
議
長
そ
の
他
の
役
員
を
選
任
す
る
。 
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 2
 

兩
議
院
は
、各
々
そ
の
會
議
そ
の
他
の
手
續
及
び
內
部
の
規
律
に
關
す
る
規
則
を
定

め
、又
、院
內
の
秩
序
を
み
だ
し
た
議
員
を
懲
罰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、議
員
を
除

名
す
る
に
は
、出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
數
に
よ
る
議
決
を
必
要
と
す
る
。 

第
五
十
九
條 
法
律
案
は
、
こ
の
憲
法
に
特
別
の
定
の
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、兩
議
院
で

可
決
し
た
と
き
法
律
と
な
る
。 

 2
 

衆
議
院
で
可
決
し
、
參
議
院
で
こ
れ
と
異
な
つ
た
議
決
を
し
た
法
律
案
は
、
衆
議
院

で
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
數
で
再
び
可
決
し
た
と
き
は
、
法
律
と
な
る
。 

 3
 

前
項
の
規
定
は
、法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
衆
議
院
が
、
兩
議
院
の
協
議
會
を

開
く
こ
と
を
求
め
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。 

 4
 

參
議
院
が
、衆
議
院
の
可
決
し
た
法
律
案
を
受
け
取
つ
た
後
、
國
會
休
會
中
の
期
間

を
除
い
て
六
十
日
以
內
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
は
、參
議
院
が
そ
の
法
律
案
を  
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否
決
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
條 

豫
算
は
、さ
き
に
衆
議
院
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

2
 

豫
算
に
つ
い
て
、
參
議
院
で
衆
議
院
と
異
な
つ
た
議
決
を
し
た
場
合
に
、法
律
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
、兩
議
院
の
協
議
會
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
又
は
參
議
院

が
、衆
議
院
の
可
決
し
た
豫
算
を
受
け
取
つ
た
後
、
國
會
休
會
中
の
期
間
を
除
い
て
三
十

日
以
內
に
、
議
決
し
な
い
と
き
は
、
衆
議
院
の
議
決
を
國
會
の
議
決
と
す
る
。 

第
六
十
一
條 

條
約
の
締
結
に
必
要
な
國
會
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
前
條
第
二
項
の
規
定
を

準
用
す
る
。 

第
六
十
二
條 

兩
議
院
は
、
各
々
國
政
に
關
す
る
調
査
を
行
ひ
、
こ
れ
に
關
し
て
、
證
人
の
出

頭
及
び
證
言
竝
び
に
記
錄
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
三
條 

內
閣
總
理
大
臣
そ
の
他
の
國
務
大
臣
は
、
兩
議
院
の
一
に
議
席
を
有
す
る
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と
有
し
な
い
と
に
か
か
は
ら
ず
、何
時
で
も
議
案
に
つ
い
て
發
言
す
る
た
め
議
院
に
出
席

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
又
、
答
辯
又
は
說
明
の
た
め
出
席
を
求
め
ら
れ
た
と
き
は
、
出
席

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
六
十
四
條 
國
會
は
、
罷
免
の
訴
補
を
受
け
た
裁
判
官
を
裁
判
す
る
た
め
、兩
議
院
の
議

員
で
組
織
す
る
彈
劾
裁
判
所
を
設
け
る
。 

2
 

彈
劾
に
關
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。 

第
五
章 

內
閣 

第
六
十
五
條 

行
政
權
は
、
內
閣
に
屬
す
る
。 

第
六
十
六
條 

內
閣
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
首
長
た
る
內
閣
總
理
大
臣

及
び
そ
の
他
の
國
務
大
臣
で
こ
れ
を
組
織
す
る
。 

 2
 

內
閣
總
理
大
臣
そ
の
他
の
國
務
大
臣
は
、文
民
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 3
 

內
閣
は
、
行
政
權
の
行
使
に
つ
い
て
、國
會
に
對
し
連
帶
し
て
責
任
を
負
ふ
。 
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第
六
十
七
條 

內
閣
總
理
大
臣
は
、
國
會
議
員
の
中
か
ら
國
會
の
議
決
で
、
こ
れ
を
指
名
す

る
。
こ
の
指
名
は
、
他
の
す
べ
て
の
案
件
に
先
だ
つ
て
、
こ
れ
を
行
ふ
。 

 2
 

衆
議
院
と
參
議
院
と
が
異
な
つ
た
指
名
の
議
決
を
し
た
場
合
に
、
法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、兩
議
院
の
協
議
會
を
開
い
て
も
意
見
が
一
致
し
な
い
と
き
、
又
は
衆
議
院

が
指
名
の
議
決
を
し
た
後
、
國
會
休
會
中
の
期
間
を
除
い
て
十
日
以
內
に
、
參
議
院
が
、

指
名
の
議
決
を
し
な
い
と
き
は
、衆
議
院
の
議
決
を
國
會
の
議
決
と
す
る
。 

第
六
十
八
條 

內
閣
總
理
大
臣
は
、
國
務
大
臣
を
任
命
す
る
。但
し
、そ
の
過
半
數
は
、
國

會
議
員
の
中
か
ら
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

2
 

內
閣
總
理
大
臣
は
、
任
意
に
國
務
大
臣
を
罷
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
十
九
條 

內
閣
は
、
衆
議
院
で
不
信
任
の
決
議
案
を
可
決
し
、
又
は
信
任
の
決
議
案

を
否
決
し
た
と
き
は
、十
日
以
內
に
衆
議
院
が
解
散
さ
れ
な
い
限
り
、總
辭
職
を
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
七
十
條 

內
閣
總
理
大
臣
が
缺
け
た
と
き
、又
は
衆
議
院
議
員
總
選
擧
の
後
に
初
め
て

國
會
の
召
集
が
あ
つ
た
と
き
は
、內
閣
は
、
總
辭
職
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
七
十
一
條 
前
二
條
の
場
合
に
は
、
內
閣
は
、あ
ら
た
に
內
閣
總
理
大
臣
が
任
命
さ
れ
る

ま
で
引
き
續
き
そ
の
職
務
を
行
ふ
。  

第
七
十
二
條 

內
閣
總
理
大
臣
は
、
內
閣
を
代
表
し
て
議
案
を
國
會
に
提
出
し
、
一
般
國

務
及
び
外
交
關
係
に
つ
い
て
國
會
に
報
吿
し
、竝
び
に
行
政
各
部
を
指
揮
監
督
す
る
。  

第
七
十
三
條 

內
閣
は
、
他
の
一
般
行
政
事
務
の
外
、左
の
事
務
を
行
ふ
。  

一 

法
律
を
誠
實
に
執
行
し
、國
務
を
總
理
す
る
こ
と
。  

二 

外
交
關
係
を
處
理
す
る
こ
と
。  

三 

條
約
を
締
結
す
る
こ
と
。但
し
、事
前
に
、時
宜
に
よ
つ
て
は
事
後
に
、
國
會
の
承
認
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を
經
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。  

四 

法
律
の
定
め
る
基
準
に
從
ひ
、
官
吏
に
關
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
こ
と
。  

五 
豫
算
を
作
成
し
て
國
會
に
提
出
す
る
こ
と
。  

六 

こ
の
憲
法
及
び
法
律
の
規
定
を
實
施
す
る
た
め
に
、政
令
を
制
定
す
る
こ
と
。但

し
、
政
令
に
は
、特
に
そ
の
法
律
の
委
任
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
は
、
罰
則
を
設
け
る
こ

と
が
で
き
な
い
。  

七 

大
赦
、特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
及
び
復
權
を
決
定
す
る
こ
と
。  

第
七
十
四
條 

法
律
及
び
政
令
に
は
、
す
べ
て
主
任
の
國
務
大
臣
が
署
名
し
、內
閣
總
理
大

臣
が
連
署
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。  

第
七
十
五
條 

國
務
大
臣
は
、そ
の
在
任
中
、內
閣
總
理
大
臣
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
訴
追

さ
れ
な
い
。
但
し
、
こ
れ
が
た
め
、訴
追
の
權
利
は
、
害
さ
れ
な
い
。  
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第
六
章 

司
法 

第
七
十
六
條 

す
べ
て
司
法
權
は
、
最
高
裁
判
所
及
び
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
設
置

す
る
下
級
裁
判
所
に
屬
す
る
。  

2
 

特
別
裁
判
所
は
、
こ
れ
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
行
政
機
關
は
、
終
審
と
し
て
裁

判
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
な
い
。  

3
 

す
べ
て
裁
判
官
は
、そ
の
良
心
に
從
ひ
獨
立
し
て
そ
の
職
權
を
行
ひ
、
こ
の
憲
法
及
び
法

律
に
の
み
拘
束
さ
れ
る
。 

第
七
十
七
條 

最
高
裁
判
所
は
、
訴
訟
に
關
す
る
手
續
、辯
護
士
、
裁
判
所
の
內
部
規
律
及

び
司
法
事
務
處
理
に
關
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
規
則
を
定
め
る
權
限
を
有
す
る
。 

2
 
 

檢
察
官
は
、最
高
裁
判
所
の
定
め
る
規
則
に
從
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

3
  

最
高
裁
判
所
は
、
下
級
裁
判
所
に
關
す
る
規
則
を
定
め
る
權
限
を
、
下
級
裁
判
所
に
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委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
七
十
八
條 

裁
判
官
は
、
裁
判
に
よ
り
、心
身
の
故
障
の
た
め
に
職
務
を
執
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
決
定
さ
れ
た
場
合
を
除
い
て
は
、
公
の
彈
劾
に
よ
ら
な
け
れ
ば
罷
免
さ
れ
な
い
。

裁
判
官
の
懲
戒
處
分
は
、
行
政
機
關
が
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。  

第
七
十
九
條 

最
高
裁
判
所
は
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
及
び
法
律
の
定
め
る
員
數
の
そ
の

他
の
裁
判
官
で
こ
れ
を
構
成
し
、
そ
の
長
た
る
裁
判
官
以
外
の
裁
判
官
は
、
內
閣
で
こ
れ

を
任
命
す
る
。  

2
 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
の
任
命
は
、
そ
の
任
命
後
初
め
て
行
は
れ
る
衆
議
院
議
員
總

選
擧
の
際
國
民
の
審
査
に
付
し
、
そ
の
後
十
年
を
經
過
し
た
後
初
め
て
行
は
れ
る
衆
議
院

議
員
總
選
擧
の
際
更
に
審
査
に
付
し
、そ
の
後
も
同
樣
と
す
る
。  

3
 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
投
票
者
の
多
數
が
裁
判
官
の
罷
免
を
可
と
す
る
と
き
は
、
そ
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の
裁
判
官
は
、罷
免
さ
れ
る
。  

4
 

審
査
に
關
す
る
事
項
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。  

5
 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
法
律
の
定
め
る
年
齡
に
達
し
た
時
に
退
官
す
る
。  

6
 

最
高
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
當
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

第
八
十
條 

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
最
高
裁
判
所
の
指
名
し
た
者
の
名
簿
に
よ
つ
に

よ
っ
て
、
內
閣
で
こ
れ
を
任
命
す
る
。
そ
の
裁
判
官
は
、任
期
を
十
年
と
し
、再
任
さ
れ
る

こ
と
が
で
き
る
。但
し
、法
律
の
定
め
る
年
齡
に
達
し
た
時
に
は
退
官
す
る
。  

2
 

下
級
裁
判
所
の
裁
判
官
は
、
す
べ
て
定
期
に
相
當
額
の
報
酬
を
受
け
る
。
こ
の
報
酬
は
、

在
任
中
、
こ
れ
を
減
額
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

第
八
十
一
條 

最
高
裁
判
所
は
、
一
切
の
法
律
、命
令
、規
則
又
は
處
分
が
憲
法
に
適
合
す
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る
か
し
な
い
か
を
決
定
す
る
權
限
を
有
す
る
終
審
裁
判
所
で
あ
る
。  

第
八
十
二
條 

裁
判
の
對
審
及
び
判
決
は
、
公
開
法
廷
で
こ
れ
を
行
ふ
。  

2
 

裁
判
所
が
、裁
判
官
の
全
員
一
致
で
、
公
の
秩
序
又
は
善
良
の
風
俗
を
害
す
る
虞
が
あ

る
と
決
し
た
場
合
に
は
、對
審
は
、
公
開
し
な
い
で
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。但
し
、政

治
犯
罪
、
出
版
に
關
す
る
犯
罪
又
は
こ
の
憲
法
第
三
章
で
保
障
す
る
國
民
の
權
利
が
問

題
と
な
つ
て
ゐ
る
事
件
の
對
審
は
、
常
に
こ
れ
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
七
章 

財
政 

第
八
十
三
條 

國
の
財
政
を
處
理
す
る
權
限
は
、
國
會
の
議
決
に
基
い
て
、
こ
れ
を
行
使
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
八
十
四
條 

あ
ら
た
に
租
稅
を
課
し
、
又
は
現
行
の
租
稅
を
變
更
す
る
に
は
、
法
律
又
は

法
律
の
定
め
る
條
件
に
よ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。  



日本國憲法 まめじゅく@eager souls 

 

第
八
十
五
條 

國
費
を
支
出
し
、
又
は
國
が
債
務
を
負
擔
す
る
に
は
、
國
會
の
議
決
に
基
く

こ
と
を
必
要
と
す
る
。  

第
八
十
六
條 

內
閣
は
、每
會
計
年
度
の
豫
算
を
作
成
し
、
國
會
に
提
出
し
て
、
そ
の
審
議

を
受
け
議
決
を
經
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
八
十
七
條 
豫
見
し
難
い
豫
算
の
不
足
に
充
て
る
た
め
、
國
會
の
議
決
に
基
い
て
豫
備

費
を
設
け
、內
閣
の
責
任
で
こ
れ
を
支
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

2
 
 

す
べ
て
豫
備
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
內
閣
は
、
事
後
に
國
會
の
承
諾
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。  

第
八
十
八
條 

す
べ
て
皇
室
財
產
は
、國
に
屬
す
る
。
す
べ
て
皇
室
の
費
用
は
、豫
算
に
計
上

し
て
國
會
の
議
決
を
經
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
八
十
九
條 

公
金
そ
の
他
の
公
の
財
產
は
、宗
敎
上
の
組
織
若
し
く
は
團
體
の
使
用
、
便
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益
若
し
く
は
維
持
の
た
め
、
又
は
公
の
支
配
に
屬
し
な
い
慈
善
、
敎
育
若
し
く
は
博
愛
の

事
業
に
對
し
、こ
れ
を
支
出
し
、
又
は
そ
の
利
用
に
供
し
て
は
な
ら
な
い
。  

第
九
十
條 

國
の
收
入
支
出
の
決
算
は
、
す
べ
て
每
年
會
計
檢
査
院
が
こ
れ
を
檢
査
し
、內

閣
は
、次
の
年
度
に
、
そ
の
檢
査
報
吿
と
と
も
に
、
こ
れ
を
國
會
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。  

2
 

會
計
檢
査
院
の
組
織
及
び
權
限
は
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。  

第
九
十
一
條 

內
閣
は
、
國
會
及
び
國
民
に
對
し
、
定
期
に
、少
く
と
も
每
年
一
囘
、
國
の
財

政
狀
況
に
つ
い
て
報
吿
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

第
八
章 

地
方
自
治 

第
九
十
二
條 

地
方
公
共
團
體
の
組
織
及
び
運
營
に
關
す
る
事
項
は
、地
方
自
治
の
本
旨

に
基
い
て
、
法
律
で
こ
れ
を
定
め
る
。  
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第
九
十
三
條 

地
方
公
共
團
體
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
議
事
機
關
と

し
て
議
會
を
設
置
す
る
。  

2
 

地
方
公
共
團
體
の
長
、
そ
の
議
會
の
議
員
及
び
法
律
の
定
め
る
そ
の
他
の
吏
員
は
、
そ

の
地
方
公
共
團
體
の
住
民
が
、直
接
こ
れ
を
選
擧
す
る
。  

第
九
十
四
條 

地
方
公
共
團
體
は
、
そ
の
財
產
を
管
理
し
、
事
務
を
處
理
し
、及
び
行
政
を

執
行
す
る
權
能
を
有
し
、
法
律
の
範
圍
內
で
條
例
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。  

第
九
十
五
條 

一
の
地
方
公
共
團
體
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
は
、法
律
の
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
地
方
公
共
團
體
の
住
民
の
投
票
に
お
い
て
そ
の
過
半
數
の
同
意
を

得
な
け
れ
ば
、國
會
は
、
こ
れ
を
制
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。  

第
九
章 

改
正  

第
九
十
六
條 

こ
の
憲
法
の
改
正
は
、各
議
院
の
總
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
贊
成
で
、
國
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會
が
、
こ
れ
を
發
議
し
、
國
民
に
提
案
し
て
そ
の
承
認
を
經
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。  

2
 

こ
の
承
認
に
は
、
特
別
の
國
民
投
票
又
は
國
会
の
定
め
る
選
擧
の
際
行
は
れ
る
投
票
に

お
い
て
、そ
の
過
半
數
の
贊
成
を
必
要
と
す
る
。  

3
 

憲
法
改
正
に
つ
い
て
前
項
の
承
認
を
經
た
と
き
は
、天
皇
は
、國
民
の
名
で
、こ
の
憲
法

と
一
體
を
成
す
も
の
と
し
て
、
直
ち
に
こ
れ
を
公
布
す
る
。  

第
十
章 
最
高
法
規 

第
九
十
七
條 

こ
の
憲
法
が
日
本
國
民
に
保
障
す
る
基
本
的
人
權
は
、人
類
の
多
年
に
わ

た
る
自
由
獲
得
の
努
力
の
成
果
で
あ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
權
利
は
、過
去
幾
多
の
試
鍊
に
堪

へ
、
現
在
及
び
將
來
の
國
民
に
對
し
、
侵
す
こ
と
の
で
き
な
い
永
久
の
權
利
と
し
て
信
託

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。  

第
九
十
八
條 

こ
の
憲
法
は
、國
の
最
高
法
規
で
あ
つ
て
、そ
の
條
規
に
反
す
る
法
律
、命
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令
、
詔
勅
及
び
國
務
に
關
す
る
そ
の
他
の
行
爲
の
全
部
又
は
一
部
は
、そ
の
效
力
を
有

し
な
い
。  

2
 
 

日
本
國
が
締
結
し
た
條
約
及
び
確
立
さ
れ
た
國
際
法
規
は
、
こ
れ
を
誠
實
に
遵
守
す

る
こ
と
を
必
要
と
す
る
。  

第
九
十
九
條 

天
皇
又
は
攝
政
及
び
國
務
大
臣
、
國
會
議
員
、
裁
判
官
そ
の
他
の
公
務
員

は
、
こ
の
憲
法
を
尊
重
し
擁
護
す
る
義
務
を
負
ふ
。  

第
十
一
章 

補
則 

第
百
條 
こ
の
憲
法
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
箇
月
を
經
過
し

た
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。  

2
 
 

こ
の
憲
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
法
律
の
制
定
、
參
議
院
議
員
の
選
擧
及
び
國

會
召
集
の
手
續
竝
び
に
こ
の
憲
法
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
準
備
手
續
は
、前
項
の

期
日
よ
り
も
前
に
、
こ
れ
を
行
ふ
こ
と
が
で
き
る
。  
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第
百
一
條 

こ
の
憲
法
施
行
の
際
、
參
議
院
が
ま
だ
成
立
し
て
ゐ
な
い
と
き
は
、そ
の
成
立

す
る
ま
で
の
間
、
衆
議
院
は
、
國
會
と
し
て
の
權
限
を
行
ふ
。  

第
百
二
條 

こ
の
憲
法
に
よ
る
第
一
期
の
參
議
院
議
員
の
う
ち
、
そ
の
半
數
の
者
の
任
期

は
、
こ
れ
を
三
年
と
す
る
。
そ
の
議
員
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
定
め

る
。  

第
百
三
條 

こ
の
憲
法
施
行
の
際
現
に
在
職
す
る
國
務
大
臣
、衆
議
院
議
員
及
び
裁
判
官

竝
び
に
そ
の
他
の
公
務
員
で
、そ
の
地
位
に
相
應
す
る
地
位
が
こ
の
憲
法
で
認
め
ら
れ

て
ゐ
る
者
は
、法
律
で
特
別
の
定
を
し
た
場
合
を
除
い
て
は
、こ
の
憲
法
施
行
の
た
め
、

當
然
に
は
そ
の
地
位
を
失
ふ
こ
と
は
な
い
。
但
し
、
こ
の
憲
法
に
よ
つ
て
、
後
任
者
が
選
擧

又
は
任
命
さ
れ
た
と
き
は
、
當
然
そ
の
地
位
を
失
ふ
。 

 


